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診療報酬改定 202２の動向_回復期編 

回復期リハ病棟 質の向上を厳格化！ 
基準に満たない病院は早急に対応を⁉ 
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2022年度診療報酬改定に向けて、2月 9日「個別改定項目について」、いわゆる短冊
が公表されました。 
回復期リハ病棟は質の向上が義務付けられ、下位基準の病棟は 2年間で上位基準を満

たせなければその入院料算定から退場しなければならなくなるという、篩(ふるい)にか
けられることになりました。 

お願い：この NEWS LETTER は、厚生労働省の発表資料などを元に作成しておりますが、情報・解釈の誤り等がございましたら、左記までお知らせ下さい 

POINT 

１ 
心大血管疾患もリハビリを要する状態に追加！ 
循環器分野の回復期リハビリを正当に評価！ 
 
心大血管疾患も入院患者の要件に追加されま

した。急性心筋梗塞、狭心症発作その他急性発

症した心大血管疾患または手術後の状態で算定

上限９０日となります。 

循環器分野の治療における回復期リハが正当

の評価された形で、廃用予防だけでなく心肺機

能に対する運動負荷療法も対象になりました。 

POINT 

２ 
質にかかわる施設基準がない入院料５の算定が２年間限定に！ 
リハビリの質を高められなければ回復期リハから退場！？ 
 

今回改定ではリハビリの質にかかわる施設基準が

少ない入院料５が廃止され、施設基準のない現行の

入院料６(新入院料５)に統合されました。 

新入院料５の算定が届出から２年間(過去に入院料

１～４を算定していた場合は１年間)に限定されたこ

とで、その間にリハビリの質を高めることができな

ければ回復期リハの算定ができない、という憂き目

にあうことになります。 

POINT 

３ 
入院料１～４の重症者割合が 10ポイント上昇！ 
重い患者をより受け入れ、質を高めてより上位基準を目指すべき！ 

入院料１は３割以上から４割以上へ、入院料３は２割以上から３割以上へとそれ

ぞれ１０ポイント重症者割合があがりました。 

また、入院料５が期間限定になったことは、今後リハビリの質を高められない病

院に対する評価が厳しくなる 

可能性を示唆しています。 

今後実績指数のない入院料 

２，４を選択する病院はその 

上位基準の入院料を目指す準 

備を早急に進める必要がある 

と考えます。 

´22 改定回リハ病棟入院料の算定要件（抜粋） 

入院料 1 2 3 4 5
点数 2,129 2,066 1,899 1,841 1,678 2,129

在宅復帰率 - - - 7割以上
重症者割合 - 5割以上

看護 10対1以上

配置
PT3,OT2,ST1,R
D1,,CSW1以上

PT3,OT2,ST
1,CSW1以上

PT3,OT2,ST1,RD1
,CSW1以上

リハ 休日リハ
実績指数 40以上 - 35以上 - - 40以上

その他
早期リハ、早期栄

養加算必須

特定機能病院リハ

3割⇒4割以上

回復期リハビリテーション病棟

13対1以上 15対1以上

PT2,OT1以上

休日リハ -

2割⇒3割以上
7割以上
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